
西神楽所有者不明土地対策プロジェクト：特定非営利活動法人グラウンドワ ーク西神楽
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活動内容
（時期） 活動の概璽、結果 活動によって得られた成果・知見

所有者
探繋

地 域 住 民 の 意： ・ 地域住民との検討会の開催は行われていない（コロナの関係で集会が： ・専門家会議のメンバーである北方建築総合研究所の協
向調査・意見交： 企画できない） ： 力でアンケ一 日：行うことができた。回答数31軒（回答
換 ： ・ 近年移住してきた者 53 件を対象に西神楽のポテンシャルを探すことを： 率58%)
11~12月 ： 目的にアンケート調査を行った。内容は「移住理由」と「地域に望むこと： ・ 地域に望むこととして公園を増やしてほしいという意見が

： 等について聞いた。（手配りで渡し、郵送で回答をもらった） ： 多かった。
空き地調査 ： ・ 地域住民の協力で西神楽の市街部（中央・聖和・千代ヶ岡地区）：・中央地区約150か所の空き地の地番が判明。
7月下旬 ： の目視調査を実施した。 : •千代ヶ岡地区は7 か所の地番が判明。聖和地区は該
9月中旬 ！ ・ 住民の聞き取りや売地看板等を確認して空き地の所有者確認作業を！ 当なし。

実施した。 ：・所有者がわからない土地が75か所になった
： ・ 旭川市の協力により、市の資産税課の土地データ閲覧により地番の確：

認作業を実施した。
登記簿調査 ： ・ インターネット（登記情報サービス）で所有者登記情報を調査した。 ! ·75 か所について登記情報を調査したところ、2 か所は地
9月下旬～ ！ ・ 調査資格を持つ「0円都市開発」に作業を委託した。 ： 番が存在しないという結果だったため、調査対象から除外
10月下旬 ： ・ 調査対象者の一覧表の作成と発送準備（アンケー トの作成など）を： した。

： 実施した。
所 有 者宛て 文！ ・ 所有者名簿に基づき、今後の士地活用に関するアンケー ト及び返信！ ・ アンケートが宛所に「尋ね当らず」ということで返送されてき
書の送付 ・集約 ： 用封筒を同封して73 か所に発送した。 ： た22件が所有者不明土地の探索対象と考えた。
11月下旬～ ： •所在地不明で返送されてきたものは、22 件であった。 (51 件は所有！ ・ アンケートの回答率は 29％となった。（無償でも処分し
12月中旬 ： 者がいたことになる） ： たいが2件、有償で貸したいが2件、自分で処分するが

i ・ アンケートは15件の回答があった。 i 7件、当面は処分を考えていないが4件）
： ・ 所有者からの問い合わせは3件あった。（調査の趣旨の確認、所有！
i 者の事情など）

所有者不明土：・返送されてきた土地の図面への落とし込みを行った。 ：・22件の内訳は、中央地区20か所、千代ヶ岡地区2 か
地 の 確定 （ 探！ ・ 全体の所有者不明土地の分布状況を見て、西神楽中央地区 21 か！ 所だった。
索対象の絞り込 i 所を選定した。 i. _8か所のうち、目視 ・ 写真などで、管理されている土地、
み） ： •さらに、子育て世代が多い西神楽北1条1 ·2丁目区域の8か所を： 畑などで利用されている土地を除いた。
12月～ i 検討対象とした。
1月中旬 ：事務局で旭川市とも協議·検討した結果、北2条1丁目の2 か所をi

： 今回⑬梁索対象とすることとした。（旭川市 ・専門家にも了解を得た）

実施における課麗

・ 住民とのワークショップなどの開催で地域の合意形成を図
ることが必須の条件と考えているが、今年度内に実施す
ることが難しい。

・ アンケートの結果は参考になる事項と考えている。

・ 地域の事情に詳しい方に（高齢者が多い）調査依頼
をしたが、目視による調査が基本となるため時間がかかっ
た。

次年虞以降の取線の
方向性・スケジュ ー

ル
・ コロナによる外出規制が
解除されたら早急に住
民によるワ ークショップ等
を開催したい。

・ インターネットでの登記情報サー ビスの利用手続きに時間
がかかる（約1ヶ月）ことが判明したため委託すること
とした。

・ 所有権が分割されている士地もあり、それぞれに文書を
送付したが、一方しか回答がなかったところもあった。

・ 所有者が判明しなかった土地については、土地の管理状
況を踏まえて、旭川市に探索の情報を提供し、隠棲しな
ければならない。

・探索のための情報提供を旭川市に依頼するために、「土
地所有者等関運情報提供請求書」の提出が必要だ
が、地域福利増進事業としての位置づけが求められる
（利用目的、箇所選定の理由、住民の合意形成、活
用方法、資金計画、管理体制、必要な許認可等）た
め、時間を要する状況にある。

• 2月下旬までに「地域
福利増進事業」の内容
を取りまとめ、諸手付き
の準備に入るが事業期
間を超える場合も出てく
る可能性もある。

補償金
算定

事業計
画作成

行政機関との事〗旭川市との打ち合わせは地域振興課を窓口に行った。 ： ・ 事業の経過を踏まえて担当箇所との調整は地域振興課
業内容の検討 ！ ・ 地域福利増進事業の仕組みについて検討することになった ！ が行う。

•土木部用地課を入れての地域福利増進事業に関する内容の検討 i •所有者不明土地の活用について検討した内容は、北海
•土地利用する場合の保証金算定資料データを基に検討することにし： 道の特性として冬の雪捨て場とか公園を考えたが、アンケ

た。 ！ ー トで公園の設置を望む声が多かったため、当面はその
： ・ 探索対象地の絞り込みを協議した ： 方向で進めることを確認した。

： ・ ただ、住民合意の手続きをすることが前提となった。
： ・ 近年移住者アンケートの回答内容の解析を行った結果、
i 「公園」の要望が多いことも確認できた。

専門家等との検i専門家会議は5回実施した。 (6月、8月、11月、12月、2月）
討会の実施 i事業の進捗状況を説明し、意見 ・ アドバイスをいただいた。

・ 地域福利増進事業の扱いについては、旭川市も検討を
始めたばかりなので時間を要する状況で、住民の合意形
成を大切にすべきとの見解である。（集会やワークショップ
を企画すべきだが現時点では難しい。アンケー ト結果は
反映できる）

・ 地域住民の意向が十分に反映できていないという懸念が
出されたが、今後の課題としている。

2月に5回目の会議を
予定
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時期 ： 戴定申請までに必蔓な事項
令和3 年度に ：事業計画の作成／土地の所有者探索／保証金の算定／士地に関する各種調査
疇予定






































